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この「県域水道ビジョン」は、「なら水循環ビジョン（H22.6 奈良県策定）の理念に基づいて、広域的な視点で水道のあり方を見直していくために、将来の事業経営について県としての考え方をまとめたものです。 今後さらに市町村と連携・協力しながら、経営シミュレーションによる効果分析など、その実現可能性を検討していきます。 
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第１章 県域水道ビジョンの策定にあたって   水は循環が可能な資源です。自然の水循環の中で、水はあらゆる生物の命の源となっています。平成 22 年 10 月、名古屋市において生物多様性条約第 10 回締約国会議
(COP10)が開催されたところですが、生物多様性国家戦略 2010 の 4 つの基本戦略の一つに「森・里・川・海のつながりの確保」、つまり水循環がそこにうたわれています。  このように「生物多様性の保全」と「健全な水循環の構築」はお互い表裏一体の関係にあり、私たち人間が生きていく上で必要な水や食料は、この自然と人とのつながりの中で、多様な生き物と共存する中で確保されるものなのです。  奈良県では平成 22 年 6 月に「なら水循環ビジョン」を策定しました。この中の 4つの基本目標の一つに「水利用の適正化～水を効果的・効率的に利用する～」があり、ここで水道水の目標として「県、市町村が広域的な観点に立った利水システムの合理化」を掲げています。  人口・資産が集中する大和平野の水需要を満たすために、紀の川水系や淀川水系における水源開発により必要水量を確保し、平成 25 年度に供用開始予定の大滝ダム稼働により水源確保に目途が立ち、今後は確保した水源をいかに有効利用するか、効率的に利用するかといった新たな課題が出てきています。  近年、県内の水道をとりまく状況は大きく変化しており、人口減少社会が到来する中で水需要が減少傾向にあります。また昭和 40 年代を中心に整備した水道施設の老朽化が進み、今後施設更新時期を迎え、耐震化への対応を含めて、多大な施設更新費用が発生してくることになります。更には熟練職員の大量退職後の技術力の低下など、水道事業の経営環境がより一層厳しくなっています。 そこで、県民の皆さまに、安全で、安心して飲んでいただける水道水を将来にわたって供給し続けるために、県内の水道が抱える問題や、今後顕在化する問題を把握し、長期的な視点で県域水道※の方向性や、実現するための方策について取りまとめた「県域水道ビジョン」を策定します。    ※県域水道：県営水道と市町村水道の総称 
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第２章 県域水道の概要 ２－１ 県域の水源 本県は、大和川水系、淀川水系（宇陀川）、南部の紀の川水系（吉野川）、新宮川水系（熊野川）の 4 つの水系に大別されます。大和川水系以外は水量が豊富ですが、ここから流れ出る水が県内で利用されることは少なく、主に他府県の水源となっていました。 各市町村の水道事業全体の年間取水量（平成 21 年度）は 171,178千ｍ3
/年であり、その水源の内訳は、県水が 79,423 千ｍ3

/年と最も多く、次いでダム・湖沼、表流水の
64,028千ｍ3

/年、地下水、伏流水の 27,251千ｍ3
/年、その他（湧水）の 476千ｍ3

/年となっています。 その他０.3%地下水・伏流水15.9% 県水46.4%
ダム・湖沼表流水37.4%県水 ダム・湖沼・表流水 地下水・伏流水 その他

 出典：奈良県の水道概要（平成 21 年度版） 図 2-1 水源の内訳 

 特に県人口の 9割が居住する大和平野においては、元来、水源として地下水、表流水主体であったところですが、不足する水需要を満たすために、紀の川水系や淀川水系における水源開発(ダム)により必要な水源を確保してきた経緯があります。 大和平野における主な水源としては、県営水道と奈良市水道により水源開発したダムがあります。 県営水道は、吉野川分水事業による大迫・津風呂ダム(紀の川水系)、及び室生ダム(淀川水系)、今後供用開始予定の大滝ダム(紀の川水系)を水源としています。 また、奈良市水道は、布目・比奈知ダム(淀川水系)などを水源としています。 良好で安全な水道水を供給し続けるために、これら水道水源の保全が重要となってきます。 
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 図 2-2 大和平野における水利用模式図 
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２－２ 水道事業及び水道施設の概要 水道事業については、主に市町村が担っており、5 千人を超える給水エリアは上水道事業＊として、5 千人以下の給水エリアについては簡易水道事業＊として各家庭や企業等に給水しています。また水道用水供給事業＊については県が経営しており、大和平野を中心とした 24 市町村に対し、各市町村が家庭等へ給水する水道水（浄水）の一部または全部を供給しています。 県域水道は、地形、河川などの自然的条件や水道の施設形態などの特性から地域を整理すると、「県営水道エリア」、「五條・吉野エリア」、「簡易水道エリア」の 3 つに分けることができます。 平成 21 年度現在では、水道用水供給事業 1箇所、上水道事業 28箇所、簡易水道事業 112箇所で構成されていますが、1万ｍ3
/日以上の大規模な浄水場は、県営水道エリアと五條・吉野エリアにあります。 

 表 2-1 エリアの特徴 エリア名 人口（人） 面積（km2） 人口密度（人/km2）県営水道エリア 1,314,187 1,150 1,143五條・吉野エリア 69,679 488 143簡易水道エリア 20,823 2,033 10計 1,404,689 3,671 383     出典：奈良県の水道概要（平成 21 年度版）等 

  このうち、「県営水道エリア」は 11 市 12 町 1 村で構成され、行政区域人口約 131万人、行政区域面積 1,150km
2、人口密度 1,143 人/km

2 であり、県営水道と市町村の上水道事業の連携で運営(一部簡易水道事業あり)されています。このエリアの県水受水比率は約 50%程度であり、このうち 100%受水をしている市町村は 5箇所あります。  「五條・吉野エリア」は 1 市 3 町で構成され、行政区域人口約 7万人、行政区域面積 488km
2、人口密度 143 人/km

2 であり、五條市、大淀町を中心に人口が集まっています。各市町が独自で運営しており、上水道事業と簡易水道事業があります。  「簡易水道エリア」は11村で構成され、行政区域人口約2万人、行政区域面積2,033km
2、人口密度 10 人/km

2 で、簡易水道事業のみが行われており、小規模水道施設が広範囲に点在している状況です。 
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表 2-2 県域水道における主要浄水場 浄水場名 エリア 施設能力（ｍ3/日）1 県営水道 御所浄水場 県営水道エリア 370,0002 奈良市 緑ヶ丘浄水場 同上 150,0003 県営水道 桜井浄水場 同上 130,0004 奈良市 木津浄水場 同上 69,1005 大和郡山市 昭和浄水場 同上 30,2006 五條市 小島浄水場 五條・吉野エリア 23,6057 桜井市 外山浄水場 県営水道エリア 17,1798 大淀町 桜ケ丘浄水場 五條・吉野エリア 16,2009 生駒市 真弓浄水場 県営水道エリア 14,00010 田原本町 田原本町浄水場 同上 11,00011 天理市 豊井浄水場 同上 10,00012 王寺町 第一浄水場 同上 10,000

事業体名

 ※施設能力に関する市町村ヒアリング調査（H23.8）より 
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 図 2-3 県域水道の 3 つのエリアと浄水場の位置 
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第３章 県域水道の現状と将来見通し ３－１ 水需給  奈良県の人口は平成 12 年頃をピークに減少に転じ、それに伴って一日最大給水量＊、一日平均給水量＊ともに減少傾向で、今後も水需要の減少が見込まれることから、水道事業の収益減が懸念されます。 奈良県の人口と給水量の推移
163 291 425 483 604 631 657 637 591 551115 165 315 372 438 492 521 523 495 46783 92 109 122 131 138 143 144 142 140
60 77 94 113 124 133 139 141 140 139

02004006008001,000
S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H21給水量(千m3/日) 050

100150
人口(万人)

日最大給水量 日平均給水量 奈良県人口 給水人口
 図 3-1 奈良県の人口と給水量の推移 

 平成 22 年度に見直した奈良県長期水需給計画では、概ね 5 年後（平成 27 年度）、10年後（平成 32 年度）の水需給を予測しており、これらの予測結果を表 3-1 に示します。 将来人口は、平成 17 年度の国勢調査結果をもとに国立社会保障・人口問題研究所が推計した市町村別将来推計人口（平成 21 年 12 月推計）を用いており、平成 32 年度の行政区域内人口は 130万人（Ｈ19行政区域内人口：約 141万人）と予測されています。また、同年の日最大取水量は約 62万ｍ3
/日と予測されています。 表 3-1 水需給の見通し 平成19年度 平成27年度 平成32年度（2007年度） （2015年度） (2020年度)(万人) １４１ １３５ １３０(万人) １３９ １３３ １２８(％) ９９ ９９ ９９日平均 (万m3/日) ５０ ５１ ５０日最大 (万m3/日) ５９ ６４ ６２(万m3/日) ８０ ９６ ９４1/10渇水 (万m3/日) ５２ ７２ ７１1/20渇水 (万m3/日) ４６ ６６ ６５

需要量(取水量)水源量安定供給可能量
単位行政人口給水人口＊普及率項　　目

 出典：奈良県長期水需給計画、平成 22年 6月変更 ※10年あるいは 20年に 1度程度発生すると想定される渇水時における供給可能 量を「安定供給可能量」と表現しています。 
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現在、奈良県の水道需要に対しては、ダム（室生ダム、津風呂ダム、大迫ダム、布目ダム、比奈知ダム等）、地下水＊（市町村水道）、河川水のほか、大滝ダムの暫定水利権＊により対応している状況にあります。  将来の水需要は、人口減少により一般家庭における利用量は減少すると予想されますが、県が推進している工場等の誘致による新規需要を見込むと、ほぼ横ばいで推移すると予測しています。 

  現在事業中現在事業中現在事業中現在事業中のののの、、、、大滝大滝大滝大滝ダムダムダムダム、、、、十津川十津川十津川十津川・・・・紀紀紀紀のののの川二期事業川二期事業川二期事業川二期事業がががが供用開始供用開始供用開始供用開始されればされればされればされれば、、、、10 年年年年あるあるあるあるいはいはいはいは 20 年年年年にににに１１１１度程度発生度程度発生度程度発生度程度発生するとするとするとすると予想予想予想予想されるされるされるされる渇水時渇水時渇水時渇水時においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、安定的安定的安定的安定的にににに水道用水水道用水水道用水水道用水をををを供給供給供給供給することがすることがすることがすることが可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。     今後今後今後今後もももも人口減少人口減少人口減少人口減少がががが進進進進みみみみ、、、、需給需給需給需給バランスバランスバランスバランスにににに余裕余裕余裕余裕がががが生生生生じることがじることがじることがじることが予想予想予想予想されるためされるためされるためされるため、、、、水資水資水資水資源源源源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用がががが課題課題課題課題となりますとなりますとなりますとなります。。。。 表 3-2 水源の内訳 (単位：万m3/日)平成19年度 27年度 32年度室生ダム 14 14 14 県営水道大迫ダム、津風呂ダム 9 9 9 　〃大滝ダム 13 30 30 　〃十津川・紀の川二期事業 － 3 3 　〃布目ダム 10 10 10 奈良市、山添村比奈知ダム 5 5 5 奈良市その他 2 2 2 天理市、桜井市、三郷町等小計 53 73 7313 11 9 大和郡山市、生駒市等14 12 12 五條吉野地域(上水,簡水)を含む80808080 96969696 94949494※　平成19年度の大滝ダムは暫定水利権合計
平成 平成

 ダム 内　　　　訳 　適　     用
　地　下　水　河　川　水　その他

※
  出典：奈良県長期水需給計画、平成 22 年 6 月変更 

 

 ３－２ 施設の更新・改良  水道事業の創設当初から急激な水需要の増加に対応するために、拡張を続けてきた水道施設整備は増減を繰り返しながら平成 9 年度頃から減少傾向に転じ、平成 19～21年度の平均投資額はピーク時（昭和 63 年度）の約 3 分の 1、約 121億円にまで減少しました（図 3-2参照）。しかしながら、昭和 40 年代から整備してきた水道施設は更新時期を迎えつつあり、今後、多額の更新費が発生することが予測されます。 図 3-3 は、県域全体の投資額に水道施設の平均耐用年数＊を 40 年として正規分布型
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の更新確率を用いて更新費を推計した結果を示しています。この試算によると、平成
32 年度の更新費は約 152億円（H19～21 年度 平均投資額の約 1.3倍）、平成 42 年度の更新費は約 171億円（H19～21 年度 平均投資額の約 1.4倍）が予想され、今後の更新費の確保が大きな課題となります。 

05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

S40 S45 S50 S55 S60 H02 H07 H12 H17出典：地方公営企業年鑑（S40～H21）、簡易水道事業年鑑（S53～H21）
投資額（百万円）

奈良県全体

 図 3-2 水道施設の投資額 

02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
更新費（百万
円） 奈良県全体H32/H19～21平均値＝1.3倍 H42/H19～21平均値＝1.4倍

Ｈ22    Ｈ25　     Ｈ30   　 Ｈ35  　　Ｈ40 　　 Ｈ45  　　Ｈ50　    Ｈ55 　 　Ｈ60    　Ｈ65   　Ｈ70
 【計算条件】水道施設の平均耐用年数を 40年として、正規分布型の更新確率を用いて推計 図 3-3 水道施設の更新費 

  近年、大規模地震が頻発しており、厚生労働省では、水道施設・管路の耐震化の促進に向けた水道事業者の取り組みを推進しています。 県域水道においても基幹管路＊の耐震化を進めているところであり、図 3-3 の水道施設の更新費に加えて、施設耐震化や新規施設整備による費用が見込まれることになります。 
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３－３ 経営  経営については、料金回収率を用いて状況を見ていきます。 料金回収率は、供給単価＊と給水原価＊の関係を示しており、事業の経営状況の健全性を示す指標の１つといえます。料金回収率が 100%を下回っている場合、給水に要する費用が料金収入以外の収入で賄われていることを意味します。 県域内上水道の料金回収率は、多くの市町村で 100%前後を示していますが、中には料金回収率が低く、経営状況の厳しい市町村があります。 

 

02040
6080100
120140

奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 五條市 吉野町 大淀町 下市町 県営水道

（％） Ｈ21実績値 Ｈ20全国平均値H21県平均値最高：116.1％
最低：67.6％

【計算式】（供給単価/給水原価×100） 99.5％96.9％
（出典）奈良県の水道概要(平成21年度版)

 図 3-4 料金回収率（県域内上水道） 

 

 一方、県域内簡易水道の料金回収率は、ほとんどの市町村で 50%を下回っており、経営が非常に厳しい状況にあるといえます。 今後、水需要の減少や施設の更新・改良等に要する費用の増加が見込まれることから財源の確保が課題といえます。 
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02040
6080100
120140

奈良市 桜井市 宇陀市 山添村 曽爾村 御杖村 明日香村 五條市 吉野町 下市町 黒滝村 天川村 野迫川村 十津川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村

（％） H21実績値 H21県平均値最高：126.8％
最低：8.2％

【計算式】（供給単価/給水原価×100）
41.0％

（出典）地方公営企業決算状況調査（平成21年度）
 図 3-5 料金回収率（県域内簡易水道） 

 

 ３－４ 水道サービス  水道サービスについては、「10ｍ3 当たり使用料金」、「有収水量＊1ｍ３当たり費用構成」、「施設最大稼働率」などの指標により状況を見ていきます。 

 １）10ｍ3当たり使用料金  県域内上水道の 10ｍ3当たり使用料金は、全国平均値と比較すると高いといえます。県域内で比較すると、最も高いところと最も低いところで約 3.6 倍の格差が見られます。簡易水道においても同様であり、約 3.9倍の格差が見られます。 
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05001,0001,5002,0002,5003,0003,500

奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 五條市 吉野町 大淀町 下市町

（円） H21実績値 H20全国平均値 H21県平均値

（出典）奈良県の水道概要(平成21年度版)
最低：777円

最高：2,820円
1,365円

1,720円

 図 3-6 上水道における 1ヵ月当たり家庭用料金(円/10ｍ3
) 

 

05001,0001,5002,0002,5003,0003,500

奈良市 桜井市 宇陀市 山添村 曽爾村 御杖村 明日香村 五條市 吉野町 下市町 黒滝村 天川村 野迫川村 十津川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村

（円） H21実績値 H21県平均値

(出典)簡易水道事業年鑑(平成21年度)
最低：800円

最高：3,150円 1,600円

 図 3-7 簡易水道における 1ヵ月当たり家庭用料金(円/10ｍ3
) 
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２）有収水量１ｍ３当たり費用構成  有収水量 1ｍ3当たり総費用は、全国平均値（172.5円/ｍ3）と比較するとやや高い値を示しています。その費用構成を見ると、減価償却費＊や受水費＊が大きいことがわかります。  減価償却費が大きい理由は、人口の増加とともに施設の整備・拡張を実施してきたことが原因といえます。今後、給水収益＊が減少する中で、合理的な施設投資が課題になります。 受水費が大きい理由として、県営水道による用水供給を行っているため、その受水率が大きい市町村ほど大きくなります。また、県営水道の現行料金が 140円/ｍ3（H21年度時点では 145 円/ｍ3）ですが、これは県営水道の水源が需要の多い県北西部から遠いために、導送水管延長が長くならざるを得ない奈良県特有の事情に起因するものです。 

 

  

050100150200250300350400

奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 五條市 吉野町 大淀町 下市町 県営水道（出典）奈良県の水道概要(平成21年度版)
有収水量１ｍ3当たり単
価（円/ｍ3）

人件費 動力費 修繕費 薬品費支払利息 減価償却費 受水費 その他 　　　　H20全国平均値         H21県平均値
172.5円/m3222.8円/m3

 図 3-8 有収水量１ｍ３当たり費用構成（県域内上水道） 
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３）施設最大稼働率  施設最大稼働率は、一日最大給水量が一日の施設給水能力に占める割合を示す指標です。この指標は、水道事業の施設効率を判断するものです。 施設最大稼働率は水需要の減少に伴い、県平均は 65.2%と全国平均に比べて低くなっています。これは、事故等のバックアップ水量としての余裕という面では有効といえますが、施設の効率性や維持管理面においては課題になります。中には、施設最大稼働率が 50%を下回っている市町村もあり、施設の効率化を図るなどの中長期的な視点での改善策が求められます。 

 

 

0102030
40506070
8090100

奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 五條市 吉野町 大淀町 下市町 県営水道

（％） H21実績値 H20全国平均値H21県平均値最高：93.7％
最低：42.9％

【計算式】　：　一日最大給水量/一日給水能力×100 72.6％65.2％
（出典）奈良県の水道概要(平成21年度版)

 図 3-9 施設最大稼働率（県域内上水道） 
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３－５ 運営状況  県全体の年齢構成別職員数を見ると、今後、10 年間で約 4割の職員が退職することになります。熟練職員の大量退職を迎え、組織の再構築や技術の継承、人材の育成等により、生産性の向上を図ることが課題といえます。 また、県域内簡易水道の維持管理体制は、役場直営が 64箇所（52.8％）と最も多く、次いで地元委託 41箇所（37.3％）、業者委託 4箇所（3.6％）の順番になります。当初は、地元住民への委託が多く見られましたが、地元住民の高齢化により役場直営による管理へと移行してきました。しかしながら、役場直営による管理で専任職員がいるのは簡易水道を持つ 20 市町村のうち 6 市町村で、簡易水道を担当する職員の多くは、他業務との兼任で、多くの作業を行っていることが実情です。 

 

 22 44 61 79 8995 121 154240 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

25歳未満25歳以上 30歳未満30歳以上 35歳未満35歳以上 40歳未満40歳以上 45歳未満45歳以上 50歳未満50歳以上 55歳未満55歳以上 60歳未満60歳以上 職員数（人）

事務職員 技術職員
今後10年間で、約４割の職員が退職

全職員数　　 689名技術職員率　　52％【年齢】 若手職員が少ない奈良県全体（上水＋県水）

 図 3-10 年齢構成別職員数（平成 21 年度水道統計） 
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３－６ 市町村からの主な意見  ここでは、市町村からのヒアリング調査による主な意見を水源、設備投資、組織・経営体制、財政状況に分けて整理します。 表 3-3 市町村からのヒアリング調査による主な意見 水  源 ■ 井戸水の水量減 ■ カビ臭問題への対応 設備投資 ■ 更新に向けた考え方 ○料金改定を伴わなければ施設更新が出来ない状況。また料金改定ができないため、先送りしている。  ■ 県水エリア 

  ○県水単価が下がれば県水に水源転換し、自己水源（井戸等）を廃止、またはダウンサイジング＊して、自己水への投資を抑制。  ○県水単価が下がらない場合は、自己水源を選択、浄水場に投資。 ■ 簡易水道 

  ○山間部で地区が点在しており、簡易水道統合はソフト統合が主体。 

  ○未普及地域解消は一般会計からの繰り出しがなければ対応不可能。 

  ○老朽化対応についても、財政的な問題から困難な状況。 組織・ 経営体制 

 

■ 職員数・年齢構成 

  ○職員数はピーク時に比べて、2割～6割減少。 

  ○平均年齢が高く、年齢構成が歪いびつなことから、技術の継承に危機感。   ・50歳以上の職員は 43％、30歳未満は 10％（県水エリア）。   ・今後 10 年間で 4割が退職。 ■ 簡易水道地域 

  ○職員は他業務と兼務で、必要最小限の人員で対応している。 

  ○過疎化、高齢化のため、地元に管理を任せられない状況。 財政状況 ■ 現状の認識と将来の予測 

  ○過去の起債の償還が概ね終わり、現状では健全と考えている。   ○一方で、今後相当量の設備投資が待ち構えており、料金収入の減少も相まって、経営は苦しくなると予測。 ■ 水道料金 

  ○現状では値上げは考えていないが、施設更新時に料金値上げを検討。 

  ○県水エリアでは、県水の単価の動向を見て料金改定を検討する。 ■ 簡易水道 

  ○簡易水道を上水に統合する時に経営が苦しくなる。 

  ○市町村財政が苦しい中、設備更新など新たな投資は困難。 
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３－７ 課題のまとめ 県域水道の課題は、各市町村における共通の課題と地域特有の課題に分けることができます。 共通の課題には、「施設更新・改良の増加」、「人材・技術力の確保」、「サービス水準の不公平性」という技術基盤に関する課題と「給水収益の減少」、「事業の健全性・効率性の推進」という経営基盤に関する課題があります。 また、「県営水道エリア」、「五條・吉野エリア」、「簡易水道エリア」のエリア別で、地域特有の課題を表 3-5 に整理します。 

 これらの共通の課題や地域特有の課題に対処するためには、技術基盤と経営基盤の両面を強化することが必要ですが、従来従来従来従来のようにのようにのようにのように事業体単独事業体単独事業体単独事業体単独でででで対応対応対応対応することがすることがすることがすることが難難難難

しいしいしいしい課題課題課題課題もあることからもあることからもあることからもあることから、、、、地勢地勢地勢地勢やややや施設形態施設形態施設形態施設形態、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは共通共通共通共通のののの課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる事業事業事業事業

体間体間体間体間でででで連携連携連携連携しししし、、、、広域的広域的広域的広域的なななな視点視点視点視点でででで効率的効率的効率的効率的にににに実施実施実施実施できるできるできるできる対策対策対策対策がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。 

 

  広域化について、市町村からのヒアリング調査による主な意見は表 3-4 のとおりです。 表 3-4 広域化についての市町村からのヒアリング調査による主な意見 広域化の必要性・可能性有と考える意見 

■ 将来的に単独経営が難しくなることは確実。それに備えた広域化の検討は必要。 ■ 日常管理の業務や人材面での連携等については、広域化の余地あり。 ■ 県営水道受水エリアでは県水を中心にして垂直連携していくことが適切。 ■ 簡易水道エリアでは管理範囲が広範になり、地元管理も人材確保が困難。地元や行政以外の第三者が管理出来る体制が整えられれば、広域的な連携も可能。 ■ 条件の類似した市町村同士であれば実現可能性大。 広域化が難しいと考える意見 

■ 料金格差等条件の悪い市町村を、良い市町村が受け入れるのは困難。 ■ 施設を構築してきた経緯が違い、参加事業者全体にメリットがなければ困難。 ■ 広域化はスケールメリットが必要。隣接市町村だけで考えると、利害調整が困難。 
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表 3-5 エリア別課題 項目 県営水道受水エリア 五條・吉野エリア 簡易水道エリア ①水道施設の概要 

 

■上水道事業を中心としたエリア ■県営水道県営水道県営水道県営水道とととと末端水道末端水道末端水道末端水道というというというという２２２２つのつのつのつの異異異異なるなるなるなる水水水水道事業道事業道事業道事業がががが連携連携連携連携して運用している ■一部市町村で簡易水道事業あり 

■上水道事業を中心としたエリア ■各市町村で独自で水道事業を実施 ■簡易水道事業あり（一部市町村を除く） 

■簡易水道事業を中心としたエリア □小規模施設小規模施設小規模施設小規模施設のののの点在点在点在点在化化化化 ②水需要 ■一日最大給水量は減少傾向を示しており、今後、施設の効率性の問題や施設の維持管理が課題 ■給水量の減少に伴う給水収益の減少（但し、工場等の誘致による新規需要を見込めれば横ばい） ③施設の更新・改良 （施設の更新） 

■更新費は、平成 32 年度で約 152 億円（Ｈ19～21 投資額の約 1.3 倍）、平成 42 年度で約 171 億円（Ｈ19～21 投資額の約 1.4 倍）となり、今 後増加が見込まれる更新費の確保が課題 

 □２つの異なる水道事業による施設投資が行われているため、施設更新時施設更新時施設更新時施設更新時においてにおいてにおいてにおいて合理合理合理合理化化化化できるできるできるできる余地余地余地余地がある 

― ― （施設の耐震化） □耐震化を計画的に進めている市も見られるが、県営水道及び五條・吉野エリア全体の傾向として、耐震化まで対応できていない市町村が多い 

□□□□耐震化耐震化耐震化耐震化をををを行行行行っていないっていないっていないっていない ④経営 （料金回収率） 

■料金回収率の低い市町村あり ■ほとんどの市町村の料金回収率は、50%未未未未満満満満でありでありでありであり、、、、経営経営経営経営がががが非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい ⑤水道サービス （水源、水質） 

□□□□井戸水井戸水井戸水井戸水のののの水量減水量減水量減水量減（奈良市、大和高田市、香芝市、高取町、明日香村、上牧町、下市町を除く） 

□□□□カビカビカビカビ臭臭臭臭のののの発生発生発生発生 ― 

 （施設最大稼働率） ■施設最大稼働率が約 50%以下の市町村あり ― 

 （10ｍ3 当たり使用料 ■使用料金の格差（上水道で 3.6 倍、簡易水道で 7.9 倍） 金） ■■■■全国平均全国平均全国平均全国平均よりもよりもよりもよりも高高高高いいいい市町村市町村市町村市町村がががが多多多多いいいい ■■■■全国平均全国平均全国平均全国平均よりもよりもよりもよりも高高高高いいいい市町村市町村市町村市町村ありありありあり ■■■■一般会計一般会計一般会計一般会計からのからのからのからの繰入繰入繰入繰入をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした料金設定料金設定料金設定料金設定にににになっているなっているなっているなっている （有収水量 1ｍ3 当たり 費用構成） 

費用が大きい項目 ■■■■受水費受水費受水費受水費 ■■■■減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費 ■人件費 

費用が大きい項目 ■減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費 ■支払利息支払利息支払利息支払利息＊ ■人件費 

― ⑥運営状況 （職員の状況） 

■市町村によって多少異なるが、県営水道及び五條・吉野エリア全体で見ると、今後、10 年間で約 4 割の職員が退職する ■熟練職員の大量退職を迎え、組織の再構築や技術の継承、人材の育成等により生産性の向上を図ることが課題 

□□□□職員職員職員職員はははは他業務他業務他業務他業務とととと兼務兼務兼務兼務でででで、、、、必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限のののの人員人員人員人員でででで対応対応対応対応しているしているしているしている ■専任がいる市町村は全体の 30％のみで、他業務と兼務で水道運営を行っており、職員数職員数職員数職員数がががが不足不足不足不足している。 ■統計資料による分析  □市町村ヒアリング調査
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第４章 県域水道の将来構想 ４－１ 県域水道のあるべき姿 県域水道では、県全体の共通の課題や地域特有の課題など様々な課題があります。これらの課題に対して、各市町村各市町村各市町村各市町村のののの水道事業者水道事業者水道事業者水道事業者がががが単独単独単独単独でででで対応対応対応対応するにはするにはするにはするには限界限界限界限界がありがありがありがあり、、、、水道事水道事水道事水道事業者業者業者業者のののの個別利害個別利害個別利害個別利害をををを超超超超えたえたえたえた広域的広域的広域的広域的なななな連携連携連携連携やややや協力協力協力協力によりによりによりにより、、、、課題課題課題課題をををを克服克服克服克服していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要にににになりますなりますなりますなります。 水道事業の基本的な使命は、水道サービス水準の確保・向上にあり、そのため経営基盤を強化する必要があります。現状の給水収益の減少や施設更新の増加等に対して、県域水道が一体となって、課題を克服することが重要といえます。そこで、このビジョンの基本理念を、 

 『『『『安全安全安全安全・・・・廉価廉価廉価廉価・・・・安定的安定的安定的安定的なななな水道供給水道供給水道供給水道供給をををを持続持続持続持続できるできるできるできる県域水道県域水道県域水道県域水道をををを目指目指目指目指すすすす』』』』 

 とし、これを実現するために、「「「「水源水源水源水源のののの適正利用適正利用適正利用適正利用」、「」、「」、「」、「施設投資施設投資施設投資施設投資のののの最適化最適化最適化最適化」、「」、「」、「」、「業務業務業務業務のののの効効効効率化率化率化率化」」」」のののの 3つのつのつのつの着眼点着眼点着眼点着眼点によりによりによりにより、県域水道が一体となって取り組んでいきます。 

 

 

 

 ４－２ 課題に対する対応策  ここでは、３つのエリアの課題に対する今後の対応策について考え方を整理します。 

 《 県営水道エリア 》 背 景 ■ 県営水道は、大和平野の各市町村が従来から水源（水質、水量）に恵まれなかったうえ、昭和 30 年代からの水需要の増加に対応すべく水源確保を目的とした水道用水供給事業として設立された経緯があります。 ■ このように、県水受水エリアでは、既に県営水道が受水 24 市町村に用水供給を行っており、ひとつの広域水道を実現した形となっています。しかし、近年、水需要の減少傾向や将来的な設備更新費用の増加、技術力の低下による更なる事業経営悪化の懸念など、水道事業を取り巻く環境が変化してきており、今一度、現状を再評価した上で、改善を加える時期に来ているといえます。 
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課 題 ■ 水需要の減少に伴う水源の選択（県営水道、自己水） ■ 水源の選択を踏まえた県営水道と市町村水道との二重投資の回避 対応策 ■ 水源の最適化と施設の効率化 水源（県営水道、自己水）の最適化を踏まえた県営水道を軸とした垂直連携（施設の共同化）と奈良市水源の有効活用を視野に入れた将来的な水道一元化について取り組むことが必要と考えます。 ○短・中期的な対応策  今後多くの受水市町の浄水場が更新時期を迎えることから、県水受水エリア全体で、今後の施設更新が二重投資にならないように、地勢（標高差・水系）や県営水道の受水池の位置及び各市町村の施設の老朽化状況を考慮し、各市町村の浄水場等水道施設の配置を見直したうえで、今後増加が予想される施設更新の投資の最適化を検討します。  また、県営水道の料金が受水市町村の経営に大きく影響することから、県営水道の料金の見直しを検討します。 ○長期的な対応策  県営水道は、24 市町村に用水供給事業を行っており、ひとつの広域化が実現されていますが、さらに、末端水道と一元化し、水源から蛇口までの一貫した水道経営により、さらなる効率化が考えられます。市町村の自己水のうち、とりわけ独自で水源開発に投資し、県水に次ぐ規模の水源を持ち、水道技術のノウハウを持ち合わせた奈良市と広域的に用水供給事業を行っている県水を含めた将来的な水道一元化の可能性を検討します。 ○水資源の有効活用の検討 水需要の減少が見込まれる中、これまで水源開発してきたダム以外に、地下水などの既存水源も含めて、確保してきた水を、効果的・効率的に利用していくことが重要と考えています。 そこで、緊急時の予備水源としての必要性を勘案したうえで、廃止となる水源や、今後、水需要に対して供給に余剰が出る水源については、工業用水など、水道水源以外の他用途への活用について、市町村と共同して検討していきます。 
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《 五條・吉野エリア 》 背 景 ■ 五條市・吉野 3 町においては、いずれも吉野川の表流水を水源として、それぞれ各市町単位で水道事業を運営してきました。従来から水源管理の困難さや今後の水道経営維持の観点から、互いに連携するニーズを共有してきた経緯があります。 ■ 高度経済成長期には、五條市、大淀町など住宅開発等により人口が増加し、それに合わせて施設規模も拡大してきましたが、近年、人口が減少傾向に転じ、その減少率も県北部地域に比べて高くなっており、今後更なる水需要の減少が見込まれる中、施設稼働率の低い浄水場があることから、今後の業務の効率化が課題となっています。 ■ 吉野川固有の問題として、平成 16 年頃から水源水質としてカビ臭の問題が発生し、少なからずその対応に費用がかかっている状況にあります。 課 題 ■ 人口減による施設稼働率低下への対応 ■ 水源水質の維持（カビ臭問題への対応） ■ 施設更新、耐震化への対応 対応策 ■ 五條市・吉野３町の水平連携  施設稼働率の低下、水源管理、及び今後の施設更新・耐震化へ対応するため、地域的つながりもある五條市・吉野３町が一体となり、効率的な事業運営ができるように、水平連携による広域化に取り組むことが必要と考えます。 ○ 短・中期的な対応策  料金格差の問題から末端給水まで含めた事業統合に対して抵抗があることから、水源から浄水場・送水管まで、新たな用水供給事業設立を視野に入れた施設の共同化を当面の目標として検討します。 ○ 長期的な対応策  今後更なる水需要の減少と料金収入の減少、支出面では更新需要の増加や技術力の低下が予想されることから、用水供給事業と末端給水事業の一元化を視野に検討を進めます。 
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《 簡易水道エリア 》 背 景 ■ 簡易水道は、経営基盤や技術基盤が弱い上に、人口減少（過疎化の進行）、給水量の減少、施設老朽化、水道職員の減少等により、今後、運営基盤がさらに弱体化していくことが懸念されます。 加えて簡易水道特有の以下の問題があります。 → 広範囲による施設の点在化（山間部の谷沿い地形に小規模集落） → 料金回収率が極めて低い → 地元住民への維持管理委託（住民の高齢化） → 施設稼働率がきわめて低く、非効率的である ■ また、奈良県においては市町村合併が進まなかったことから、依然として、財政基盤の脆弱な小規模市町村がこれらの簡易水道を管理運営しており、将来的な事業継続性が危ぶまれています。 課 題 ■ 水道職員の技術・経験不足→人材の確保（技術レベルの確保、向上） ■ 厳しい水道事業経営（収入の減少）への対応→事業の効率化の推進 ■ 危機管理リスクの増加（水道施設の老朽化、自然災害など） ■ 将来的な施設更新への対応 対応策 ■ 管理の一体化による運営基盤の強化  東南部を中心とした簡易水道エリアにおいては、小規模な簡易水道事業が点在し、管理運営を受け持つ人材が行政、地元住民ともに不足しており、今後ますます厳しくなるものと推測されます。 ○ 短・中期的な対応策  維持管理の適正化、事業継続性を確保する観点から、広域的な共同管理の委託の集約や受け皿組織の設立を想定した管理の一体化を検討します。  なお、管理の受け皿組織については、地元企業や地域住民など民間活用を考慮して検討します。 ○ 長期的な対応策  将来的な施設更新や技術力強化への対応に向けて、民間のノウハウ以外にも、県営水道エリアの県営水道や奈良市などの大規模事業体や、五條市・吉野３町からの技術支援について検討します。 
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第５章 実現するための方策 ５－１ 広域化モデル案  第 4章で県域水道の将来構想について考え方を整理してきましたが、長期的な広域化のあり方を展望しつつ、その実現化を視野に入れた短・中期の広域化モデル案について提案します。 

 １）県営水道エリア モデル案：水源（県営水道、自己水）の最適化を踏まえた県営水道を軸とした垂直連      携（施設の共同化）と奈良市水源の有効活用を視野に入れた将来的な水道        一元化 

 モデル案の概要 【県営水道を軸とした垂直連携】  県営水道受水市町村の多くの浄水場が今後更新時期を迎えます。上記の考え方に基づき水道施設の配置見直しを検討し、将来的に自前で水源や浄水場等施設の改修を行った場合と、県営水道への転換を図った場合について経営シミュレーションを行った上で、施設更新の最適化を検討します。シミュレーションの結果、水源として県営水道を選択した方が事業の効率化を図れる場合、浄水場（自己水）を廃止し、県水への転換（施設の共同化）により二重投資の解消を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 図 5-1 県水転換のイメージ 

 ■効果 ○受水市町    受水費が増加するものの、浄水場の更新費用、水源(深井戸等)の維持管理費用の削減→給水原価の抑制 
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○県水  受水市町への給水量増加による料金収入の増加→受水単価の値下げが可能 ○県全体    受水市町間の給水サービス（供給の安定性、水質の保持）の平準化 

 ■実現への課題 ○県営水道の供給単価［現行 140円/ｍ３］の引き下げ ○廃止となる市町村浄水場の水源の有効活用   【奈良市水源の有効活用】 県営水道エリアに属する奈良市は、水源量や水道施設の規模、及び水道技術のノウハウを含め、将来的に広域化の軸となる事業体と考えられます。今後、広域化を推進していくためにも、奈良市水源の有効活用を視野に入れ、県水と奈良市を含めた将来的な水道一元化を検討していきます。 

 

 

 ２）五條・吉野エリア モデル案：五條市・吉野３町の水平連携 

1 市 3 町による施設の共同化と用水供給事業設立の検討 

 モデル案の概要  施設稼働率の低下、水源管理、今後の施設更新・耐震化へ対応するため、水源から浄水場までの施設を共同化することが有効と考えられます。  施設の共同化を検討する場合、スケールメリットによるトータルコストの軽減、及び水源から浄水場までの管理の一元化を図るために、用水供給事業の設立を視野に検討を進めます。  将来的に独自で水源や浄水場等施設の改修を行った場合と、用水供給事業を設立し、施設の統廃合、管理の一体化を行った場合について経営シミュレーションを行います。 その場合、各市町からのニーズに応じた県の関わり方を含め、各市町の今後の事業経営に対するメリットを考慮した上で、実現化を検討していきます。 
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 図 5-2 五條市・吉野３町の広域化形態 

 ■効果 ○スケールメリットによるトータルコストの軽減［施設（取水、浄水場）の維持管理の共同化、効率的・計画的な設備投資、施設の有効活用、稼働率の向上］ ○技術者の集約による技術水準の維持 

 ■実現への課題 ○各市町の費用負担の公平化 

 

 ３）簡易水道エリア モデル案：簡易水道事業の効率的運営  管理の一体化による運営基盤の強化 

 モデル案の概要  各市町村の簡易水道事業の一部業務を支援、代行するために、各市町村への技術支援などの人材派遣、業務委託サービスを提供するため、管理の受け皿組織設立を検討します。  管理を担う人材としては、地元企業や地域住民、自治体職員のＯＢなど民間の活用を検討します。  一事例として、図 5−3 のようなサービスプラットフォームによる受け皿組織を検討してきます。 
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 支援メニューとしては、運営管理に関する人材派遣、ＩＴ情報化支援、施設更新に関する技術支援、管路管理支援、技術者育成支援、顧客管理支援などが考えられます。  各事業者は設定されたメニューの中から、各事業者のニーズを考慮して、提供を受けるメニューを選択できるようにします。  今後、各市町村からのニーズを踏まえて、現状より、より安いコストで適正な維持管理が可能となる手法を、市町村と協議しながら検討していきます。 

 

 

 図 5-3 管理の受け皿組織のイメージ 

 ■効果 ○維持管理を含むサービス水準の平準化 ○技術職員の確保 ○市町村職員の技術レベルの確保・向上 ○管理コストの削減 ○危機管理体制の強化（大規模災害時の応援体制など） 

 ■実現への課題 ○管理の受け皿組織の立ち上げ（費用負担、運営ルールなど） ○民間企業参加に向けたメリットの確保の検討 

 以上、3 つのモデル案を含め、図 5-4 に県域水道における広域化に向けた取り組みを示します。 

サービスプラットサービスプラットサービスプラットサービスプラットフォームフォームフォームフォームによるによるによるによる管理受管理受管理受管理受けけけけ皿組織皿組織皿組織皿組織((((行政行政行政行政・・・・民間民間民間民間））））
自治体職員自治体職員自治体職員自治体職員ＯＢＯＢＯＢＯＢ地域住民雇用地域住民雇用地域住民雇用地域住民雇用地元企業地元企業地元企業地元企業

人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材 市町村市町村市町村市町村（（（（小規模水道小規模水道小規模水道小規模水道））））市町村市町村市町村市町村（（（（小規模水道小規模水道小規模水道小規模水道））））受託受託受託受託技術支援技術支援技術支援技術支援受託費受託費受託費受託費人件費人件費人件費人件費
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 図 5-4 県域水道における広域化に向けた取り組み 

県営水道県営水道県営水道県営水道エリアエリアエリアエリア～～～～県営水道県営水道県営水道県営水道をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした垂直連携垂直連携垂直連携垂直連携～～～～････県営水道県営水道県営水道県営水道へのへのへのへの水源転換水源転換水源転換水源転換→井戸、浄水場の廃止････奈良市水源奈良市水源奈良市水源奈良市水源のののの有効有効有効有効活用活用活用活用
東東東東 南南南南 部部部部 地地地地 域域域域

地地地地 域域域域 特特特特 性性性性 とととと 課課課課 題題題題 短短短短 ・・・・ 中中中中 期期期期 県営水道県営水道県営水道県営水道とととと奈良市奈良市奈良市奈良市をををを含含含含めためためためた将来的将来的将来的将来的なななな水道一元化水道一元化水道一元化水道一元化北北北北 部部部部 地地地地 域域域域

五條五條五條五條・・・・吉野吉野吉野吉野エリアエリアエリアエリア～～～～五條五條五條五條市市市市・・・・吉野吉野吉野吉野３３３３町町町町のののの水平連携水平連携水平連携水平連携～～～～
簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道エリアエリアエリアエリア～～～～簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業のののの効率的運営効率的運営効率的運営効率的運営～～～～

・・・・施設施設施設施設のののの共同化共同化共同化共同化→用水供給事業の設立検討
・・・・管理管理管理管理のののの一体化一体化一体化一体化→民間活力を活用した管理組織の設立検討

県営水道県営水道県営水道県営水道によるによるによるによる24242424市町村市町村市町村市町村へのへのへのへの用水供給用水供給用水供給用水供給○○○○水源水源水源水源のののの選択選択選択選択・県水（大迫、津風呂、大滝、室生）・奈良市水（布目、比奈知）・市町村自己水（地下水等）○○○○県営水道県営水道県営水道県営水道とととと市町村水道市町村水道市町村水道市町村水道とのとのとのとの二重投資二重投資二重投資二重投資のののの回避回避回避回避水源選択を踏まえた将来的な設備投資を検討
①①①①吉野川流域吉野川流域吉野川流域吉野川流域1111市市市市3333町町町町のののの上水道上水道上水道上水道○○○○水道経営水道経営水道経営水道経営のののの効率化効率化効率化効率化・施設更新、耐震化への対応・人口減による施設利用率低下への対応・簡易水道統合による経営悪化への対応○○○○水源管理水源管理水源管理水源管理のののの一元化一元化一元化一元化・水源水質等管理水準の平準化②②②②山間部山間部山間部山間部のののの簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道○○○○将来的将来的将来的将来的なななな安定経営安定経営安定経営安定経営

長長長長 期期期期

用水供給事業用水供給事業用水供給事業用水供給事業とととと末端給水末端給水末端給水末端給水事業事業事業事業のののの一元化一元化一元化一元化
県域全体県域全体県域全体県域全体からのからのからのからの技術支援技術支援技術支援技術支援
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５－２ 県域水道におけるロードマップ ■ 平成 23 年度の取組み  ○県域水道ビジョンの策定 ・広域的な視点で、県域水道の合理化を検討していくための基本的な考え方を示します。  ○広域化モデル案の具体化 ・将来のあるべき姿に向けて、各エリアで目指す「広域化モデル案」について、経営シミュレーション等を行い、市町村と協議しながら、具体化の検討を行います。 ・モデル案毎にワーキング（市町村、県、県水）を立ち上げて、合意形成を図ります。      ■ 今後の取組み  ○水道広域化ブロック別協議会の設置   ・広域化モデル案の合意形成が図られたところから順次設置します。   ・県は全ての協議会にオブザーバーで参加します。  ○水道広域化ブロック別協議会による実行計画（アクションプラン）の策定・実現化 ・業務共同化の実施計画、運営組織体制、費用負担、責任区分等について、協議会メンバーが協議し、実行計画（アクションプラン）として取りまとめます。 ・策定された実行計画（アクションプラン）に基づき、新たな運営組織設立（企業体等）に向けた準備を行い、実現化を図ります。 
 ＜県と水道事業体（市町村、県営水道）の役割＞ ● 奈良県（水道行政担当：地域振興部地域政策課） 広域化の方向性を提示し、広域化推進に向けた調整や進捗管理（水道広域化ブロック別協議会の設置に向けた調整、広域化の情報提供等）を行うことにより広域化を推進します。 

 ● 水道事業体（市町村、県営水道）  広域化を実行する主体であり、水道サービス水準の確保・向上、経営基盤の強化に向けて、県及び関係する水道事業体と連携して広域化を推進します。 
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①用語解説 

 

アアアア行行行行     ◆一日平均給水量 給水区域に対して、年間に給水した実績水量を年間日数で除したものをいいます。  ◆一日最大給水量 年間の 1 日給水量の中で最大のものをいいます。   
カカカカ行行行行     ◆簡易水道事業 一般の需要に応じて水道水を供給する事業で、計画給水人口が 101 人以上 5,000 人以下のものをいいます。  ◆基幹管路  基幹施設を連絡する管路や基幹施設と給水区域（需要地）を連絡する管路のことです。例えば、導水管、送水管、配水本管などが該当します。  ◆供給単価 有収水量 1m

3 当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表すものです。  ◆給水原価 有収水量 1m
3 当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すものです。  ◆給水収益 水道事業会計における営業収益の一つで、水道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益です。通常、水道料金として収入となる収益がこれに当たります。  
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◆給水人口 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口のことです。  ◆減価償却費 固定資産の減価を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的に負担させる会計上の処理または手続きを減価償却といい、この処理または手続きによって、特定の年度の費用とされた固定資産の減価額を減価償却費といいます。      
ササササ行行行行     ◆暫定水利権 水源が安定的に確保されていない水利使用で、許可期限の到来とともに失効する（更新条項をつけてない）水利権をいいます。  ◆支払利息 営業外費用の一つで、企業債、他会計からの借入金、一時借入金等について支払う利息のことをいいます。   ◆受水費 原水の不足などのため他の事業体から受けている原水や浄水について支払う料金をいいます。  ◆上水道事業 一般の需要に応じて水道水を供給する事業で、計画給水人口が 5,001 人以上のものをいいます。  ◆水道用水供給事業 末端給水事業者に水道用水（浄水処理したもの）を供給する事業者（卸売業）のことをいいます。     
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タタタタ行行行行     ◆耐用年数 固定資産が、その本来の用途に使用できると見られる推定の年数のことをいいます。固定資産の減価償却を行うための基本的な計算要素として、取得原価、残存価額とともに必要なものです。その年数は、使用及び時間の経過による物質的原因と技術の進歩による陳腐化などの機能的原因に基づき、過去の経験等を参考として決定するものです。地方公営企業においては、有形固定資産は地公企則別表 2 号、無形固定資産は同則別表 3 号による年数を適用することとされています（同則 7 条、8 条）。  ◆ダウンサイジング 更新などの際に、必要水量の減少に合わせて今の施設よりも規模を小さくすることをいいます。  ◆地下水 地表面下にある水をいい、不圧（自由）地下水と被圧地下水が、また、浅層地下水と深層地下水があります。一般的に地下水は、河川水に比べて水量、水質、水温が安定した良質の水源といえます。   
ヤヤヤヤ行行行行    

 ◆有収水量 料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量のことです。料金水量、他水道事業への分水量、そのほか公園水量、消防用水などで料金として徴収されませんが、他会計から維持管理費としての収入がある水量をいいます。  有収水量は、一般家庭等の生活用有収水量、官公署・学校・病院・営業等の業務営業用有収水量、工場等の工場用有収水量に分類されます。    
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②新たな水道広域化のイメージ 

 

 

施設の共同化 （浄水場、水質試験センター・緊急時連絡管等） 
管理の一体化 
経営の一体化 

事業統合 従来までの水道広域化のイメージ   水道広域化のイメージ(概念)を広げることが必要 
 事業統合 経営主体も事業も一つに統合された形態。水道法改正(平成 13 年)以前は、施設が一体的に運用されている事が前提でしたが、法改正以降は、必ずしも施設は一体化されていなくても事業統合できることとなっています。 経営の一体化 経営主体は一つですが、認可上、事業は別の形態。一つの経営主体に複数の水道事業がある場合は、組織は一体であり、経営方針も統一されていると考えられます。例えば、複数事業を行う県営用水供給事業の他、佐賀東部水道企業団のような水道事業と用水供給事業を経営している場合等が挙げられます。 管理の一体化 維持管理業務や総務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により業務等を実施処理する形態をいいます。 施設の共同化 取水場、浄水場、水質試験センター、緊急時連絡管などの共同施設を保有する形態(危機管理対策等のソフト的な施策を含む)をいいます。なお、共用施設は運用段階において一体的に管理する場合もあります。 新たな水道広域化のイメージ(出典：水道ビジョン 厚生労働省 平成 16年 6月)



 

 

3
4

③水道広域化の形態と期待される効果 経営の一体化 管理の一体化 施設の共同化

水需給の不均衡解消 ◎ － － －複数水源による供給安定性の向上 ◎ － － －施設整備水準の平準化 ◎ ◎ － ○　共同施設を保有する場合は一部可施設の統廃合・効率的な更新 ◎ － － ○　共同施設を保有する場合は一部可人材確保・技術力の確保 ◎ ◎ ○　業務内容に応じて一部可 －管理体制の強化 ◎ ◎ ○　業務内容に応じて一部可 －緊急時体制の強化 ◎ ◎ ○　業務内容に応じて一部可 ○　共同施設を保有する場合は一部可水源の多元化によるﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制強化 ◎ － － ○　共同施設を保有する場合は一部可環境 合理的な環境対策への取り組み ◎ － ○　業務内容に応じて一部可 ○　共同施設を保有する場合は一部可財源 更新財源の確保 － － － －事業計画 柔軟な事業計画 ◎ ○　会計が別なため内容に応じて一部可 － －運営 効率的運営 ◎ ○　会計が別なため内容に応じて一部可 ○　業務内容に応じて一部可 ○　共同施設を保有する場合は一部可料金格差の是正 ◎ － － －情報提供、利用の利便性拡大 ◎ ◎ ○　業務内容に応じて一部可 －支払窓口の利便性拡大 ◎ ◎ － －未給水地域解消 ◎ － － －※◎：多くの効果が期待できるもの　　○：効果の一部が期待できるもの参考資料：水道広域化検討の手引き　-水道ビジョンの推進のために-、日本水道協会

事業統合

水需要施設管理

（広域化への移行イメージ）
水 道 広 域 化 形 態技術基盤に関する効果 緊急時
サービス経営基盤に関する効果

①複数の水事事業による事業統合（例えば企業団の結成）（水平統合）ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業 ａ市ｂ町 ｃ町Ａ企業団水道事業②用水供給事業と水道事業の統合（垂直統合）Ｂ県（又はＣ企業団）水道用水供給事業ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業受水事業 Ｂ県（又はＣ企業団）水道用水供給事業ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業受水事業 ａ市ｂ町 ｃ町Ｂ県（又はＣ企業団）水道事業給水区域 ａ市ｂ町 ｃ町Ｂ県（又はＣ企業団）水道事業給水区域
③同一の経営主体が複数の事業を経営Ｄ事業者Ａ事業 Ａ事業Ｂ事業 Ｃ事業Ｄ事業者Ａ事業Ｂ事業 Ｃ事業Ｄ事業者 ④中核事業による管理の一体化ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業 委託 ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業委託⑤管理組織（一部事務組合又は民間法人）への業務の共同委託ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業 ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業Ｄ法人・一部事務組合・その他の法人委託 委託委託⑥水道用水供給事業による受水団体の管理の一体化Ｂ県（又はＣ企業団）水道用水供給事業受水事業 ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業 委託 Ｂ県（又はＣ企業団）水道用水供給事業受水団体 ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業委託 委託

⑦共同施設（浄水場、水質試験センター等）の保有ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業 共同施設ａ市水道事業ｂ町水道事業 ｃ町水道事業⑧緊急時連絡管⑨災害時等の応援協定Ａ事業ａ事業者 Ｂ事業ｂ事業者 Ｃ事業ｃ事業者 Ｂ事業Ａ事業 Ｃ事業ａ事業者Ｂ事業Ａ事業 Ｃ事業ａ事業者
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④市町村水道の基礎情報  〔市町村別給水人口及び普及率（平成 21 年度）〕 №№№№ 市町村名市町村名市町村名市町村名 行政区域内行政区域内行政区域内行政区域内人口人口人口人口（（（（人人人人）））） 上水道上水道上水道上水道（（（（人人人人）））） 簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道（（（（人人人人）））） 専用水道専用水道専用水道専用水道（（（（人人人人）））） 給水人口給水人口給水人口給水人口（（（（人人人人）））） 普及率普及率普及率普及率（％）（％）（％）（％）1 奈 良 市 364,945 357,185 7,561 120 364,866 100.02 大 和 高 田市 68,578 68,524 0 0 68,524 99.93 大 和 郡 山市 89,003 88,973 0 0 88,973 100.04 天 理 市 69,440 69,440 0 0 69,440 100.05 橿 原 市 124,658 124,658 0 0 124,658 100.06 桜 井 市 59,855 58,083 469 0 58,552 97.87 五 條 市 34,748 30,533 2,848 0 33,381 96.18 御 所 市 30,108 29,707 401 0 30,108 100.09 生 駒 市 117,248 117,248 0 0 117,248 100.010 香 芝 市 74,763 74,763 0 0 74,763 100.011 葛 城 市 35,663 35,663 0 0 35,663 100.012 宇 陀 市 34,403 16,373 13,392 160 29,925 87.013 山 添 村 4,160 0 4,121 0 4,121 99.114 平 群 町 19,808 19,741 69 0 19,810 100.015 三 郷 町 22,938 22,938 0 0 22,938 100.016 斑 鳩 町 27,717 27,717 0 0 27,717 100.017 安 堵 町 7,884 7,876 0 8 7,884 100.018 川 西 町 8,810 8,810 0 0 8,810 100.019 三 宅 町 7,514 7,514 0 0 7,514 100.020 田 原 本 町 32,395 32,395 0 0 32,395 100.021 曽 爾 村 1,916 0 1,747 0 1,747 91.222 御 杖 村 2,103 0 2,026 0 2,026 96.323 高 取 町 7,653 7,485 0 0 7,485 97.824 明 日 香 村 5,892 5,676 80 0 5,756 97.725 上 牧 町 23,862 23,384 0 478 23,862 100.026 王 寺 町 22,162 22,162 0 0 22,162 100.027 広 陵 町 33,440 33,419 0 0 33,419 99.928 河 合 町 18,782 18,782 0 0 18,782 100.029 吉 野 町 8,756 5,804 2,766 0 8,570 97.930 大 淀 町 19,271 19,268 0 0 19,268 100.031 下 市 町 6,904 5,638 1,127 0 6,765 98.032 黒 滝 村 877 0 801 0 801 91.333 天 川 村 1,554 0 1,202 0 1,202 77.334 野 迫 川 村 669 0 361 0 361 54.035 十 津 川 村 3,955 0 1,878 0 1,878 47.536 下 北 山 村 1,077 0 1,038 0 1,038 96.437 上 北 山 村 689 0 625 0 625 90.738 川 上 村 1,648 0 1,641 0 1,641 99.639 東 吉 野 村 2,175 0 1,755 0 1,755 80.71,398,023 1,339,759 45,908 766 1,386,433 99.2※平均値出典：奈良県の水道概要（平成21年度版）合計
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 〔市町村別給水量（平成 21 年度）〕 №№№№ 1111日最大日最大日最大日最大給水量給水量給水量給水量(m(m(m(m3333)))) 1111人人人人1111日日日日最大給水量最大給水量最大給水量最大給水量(L)(L)(L)(L) 1111日平均日平均日平均日平均給水量給水量給水量給水量(m(m(m(m3333)))) 1111日最大日最大日最大日最大給水量給水量給水量給水量(m(m(m(m3333)))) 1111人人人人1111日日日日最大給水量最大給水量最大給水量最大給水量(L)(L)(L)(L) 1111日平均日平均日平均日平均給水量給水量給水量給水量(m(m(m(m3333))))1 奈 良 市 152,730 425 129,181 3,009 398 2,4772 大 和 高 田 市 23,930 349 20,3153 大 和 郡 山 市 39,641 451 33,5104 天 理 市 33,261 479 27,3955 橿 原 市 44,210 355 39,3926 桜 井 市 20,800 358 18,364 185 394 927 五 條 市 13,222 433 11,496 939 330 1,1268 御 所 市 11,590 390 9,660 156 389 2049 生 駒 市 40,938 349 35,30710 香 芝 市 24,740 331 22,08511 葛 城 町 16,486 455 14,12112 宇 陀 市 5,557 339 4,803 5,362 400 3,95713 山 添 村 1,658 402 1,11214 平 群 町 7,911 388 6,310 27 391 2115 三 郷 町 9,094 396 7,44916 斑 鳩 町 9,978 361 8,68817 安 堵 町 2,593 380 2,12118 川 西 町 3,261 370 2,89619 三 宅 町 2,599 342 2,11820 田 原 本 町 10,150 313 10,15121 曽 爾 村 784 449 45122 御 杖 村 1,347 665 66023 高 取 町 2,612 349 2,23324 明 日 香 村 2,128 375 1,644 14 175 1425 上 牧 町 6,609 283 5,81926 王 寺 町 8,254 365 6,95127 広 陵 町 11,604 347 10,16728 河 合 町 9,475 399 7,17829 吉 野 町 2,666 459 2,060 1,927 697 1,11430 大 淀 町 9,506 493 8,40531 下 市 町 2,697 478 1,912 361 320 19332 黒 滝 村 356 444 24133 天 川 村 1,223 1,017 44434 野 迫 川 村 208 576 16635 十 津 川 村 1,181 629 73036 下 北 山 村 935 901 49137 上 北 山 村 296 474 26738 川 上 村 1,444 880 58739 東 吉 野 村 1,319 752 668528,242 386 451,731 22,731 495 15,015※平均値 ※平均値出典：奈良県の水道概要（平成21年度版）合計

簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道事業主体名事業主体名事業主体名事業主体名 上水道上水道上水道上水道
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〔市町村別年間取水量（水源内訳）〕 （上水道） 表流水(自流) ダム湖沼水 伏流水 浅井戸水 深井戸水 県水 合計 県水受水比率1 奈良市 2,512 40,234 6,454 49,200 13%2 大和高田市 7,415 7,415 100%3 大和郡山市 5,267 6,964 12,231 57%4 天理市 3,583 1,134 5,600 10,317 54%5 橿原市 3,129 11,343 14,472 78%6 桜井市 2,706 1,410 896 1,998 7,010 29%7 五條市 4,503 4,503 0%8 御所市 79 1,502 2,029 3,610 56%9 生駒市 4,508 8,474 12,982 65%10 香芝市 8,061 8,061 100%11 葛城市 4,188 2 1,252 5,442 23%12 宇陀市 154 992 803 1,949 41%13 山添村 014 平群町 267 143 1,893 2,303 82%15 三郷町 448 646 157 1,620 2,871 56%16 斑鳩町 1,057 2,153 3,210 67%17 安堵町 484 330 814 41%18 川西町 590 467 1,057 44%19 三宅町 642 200 842 24%20 田原本町 2,165 1,540 3,705 42%21 曽爾村 022 御杖村 023 高取町 815 815 100%24 明日香村 600 600 100%25 上牧町 2,124 2,124 100%26 王寺町 1,180 1,520 2,700 56%27 広陵町 82 1,140 3,061 4,283 71%28 河合町 365 2,707 3,072 88%29 吉野町 695 173 868 0%30 大淀町 3,377 3,377 0%31 下市町 869 869 0%32 黒滝村 033 天川村 034 野迫川村 035 十津川村 036 下北山村 037 上北山村 038 川上村 039 東吉野村 016,859 47,169 3,283 2,736 21,232 79,423 170,702 47%※平均値合計

単位：千ｍ３/年№ 上水道市町村

 出典：奈良県の水道概要（平成 21 年度版） 
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〔市町村別年間取水量（水源内訳）〕 （簡易水道） 表流水(自流) ダム湖沼水 伏流水 浅井戸水 深井戸水 県水 合計1 奈良市 159 652 0 0 217 0 1,0282 大和高田市 0 0 0 0 0 0 03 大和郡山市 0 0 0 0 0 0 04 天理市 0 0 0 0 0 0 05 橿原市 0 0 0 0 0 0 06 桜井市 37 0 0 0 0 0 377 五條市 390 0 21 0 0 0 4118 御所市 55 0 0 27 0 0 829 生駒市 0 0 0 0 0 0 010 香芝市 0 0 0 0 0 0 011 葛城市 0 0 0 0 0 0 012 宇陀市 408 163 334 180 0 479 1,56413 山添村 279 44 18 0 89 0 42914 平群町 8 0 0 0 0 0 815 三郷町 0 0 0 0 0 0 016 斑鳩町 0 0 0 0 0 0 017 安堵町 0 0 0 0 0 0 018 川西町 0 0 0 0 0 0 019 三宅町 0 0 0 0 0 0 020 田原本町 0 0 0 0 0 0 021 曽爾村 133 0 0 52 0 0 18422 御杖村 233 0 0 2 18 0 25323 高取町 0 0 0 0 0 0 024 明日香村 0 0 5 0 0 0 525 上牧町 0 0 0 0 0 0 026 王寺町 0 0 0 0 0 0 027 広陵町 0 0 0 0 0 0 028 河合町 0 0 0 0 0 0 029 吉野町 357 0 34 0 0 16 40730 大淀町 0 0 0 0 0 0 031 下市町 52 0 20 0 0 0 7232 黒滝村 115 0 0 0 0 0 11533 天川村 163 0 0 0 0 0 16334 野迫川村 61 0 0 0 0 0 6135 十津川村 273 0 15 0 0 0 28836 下北山村 206 0 85 0 0 0 29237 上北山村 102 0 0 0 0 0 10238 川上村 271 0 0 0 0 0 27139 東吉野村 154 0 114 0 0 0 2683,454 859 647 260 324 495 6,039合計

単位：千ｍ３/年№ 市町村 簡易水道

 出典：全国簡易水道統計（平成 21 年度）
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⑤市町村水道の給水エリア（上水道・簡易水道）と県営水道事業の受水エリア 

 

 


